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新庁舎建設工事に関する調査特別委員会

会議録 

 

令和８年３月１９日 木曜日 

  午後１時３０分開議 

  午後２時０３分閉議（実時間３２分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．記録に基づいた協議について 

１．証人喚問申出について 

１．匿名の資料の取扱いについて 

１．その他 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  中 山 諭扶哉 君 

副委員長  木 村 博 幸 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  北 園 武 広 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  橋 本 貴 喜 君 

委  員  深 田 浩 介 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 敬 晃 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

               君 

                              

○記録担当書記     松 﨑 広 平 君 

            小 谷   匠 君 

 

（午後１時３０分 開会） 

○委員長（中山諭扶哉君） それでは、定刻と

なり、定足数に達しましたので、ただいまから

新庁舎建設工事に関する調査特別委員会を開会

いたします。 

 協議に入ります前に、お諮りいたします。 

 まず、報道機関及び一般の方から傍聴の申出

があっております。当調査特別委員会の運営要

領に基づき、これを許可することに御異議あり

ませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） 異議なしと認め、

そのように決しました。 

 それでは、傍聴者の入室をお願いします。 

（傍聴者 入室） 

○委員長（中山諭扶哉君） 小会します。 

（午後１時３３分 小会） 

                              

（午後１時３４分 本会） 

○委員長（中山諭扶哉君） 本会に戻します。 

 次に、撮影及び録音についてでありますが、

当調査特別委員会の運営要領に基づき、報道機

関のみ許可といたします。これに御異議ありま

せんでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） 異議なしと認め、

そのように決しました。 

 なお、委員会中、基本的人権やプライバシー

保護等のため、必要に応じ秘密会になる可能性

があります。その際は、報道機関を含め、傍聴

者には退席いただきますので御承知おき願いま

す。 

 それでは、協議に入ります。 

                              

◎記録に基づいた協議について 

○委員長（中山諭扶哉君） 初めに、１、記録

に基づいた協議についてでございますが、地方

自治法第１００条第１項に基づく記録の提出状

況についてでございますが、前回の委員会で決

定し提出を求めました記録につきましては、皆
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様にお知らせしましたとおり、２月１０日付で

執行部から提出されております。 

 また、提出された記録については、お手元の

タブレット端末にもデータを格納しており、委

員各位におかれましては、本日までに確認して

いただいていることと思います。 

 これらの資料について、問題点や疑問点、確

認が必要な点等、皆さんから御意見を集約した

いと思いますが、何かございませんでしょう

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） ないようですの

で、それでは、提出された記録につきまして

は、引き続き確認いただき、今後の協議資料と

して活用いただければと存じます。 

                              

◎証人喚問申出について 

○委員長（中山諭扶哉君） 次に、２、証人喚

問の申出についてでございますが、期限までに

提出された申出書は２件ございます。タブレッ

ト端末の証人出頭要求一覧を御覧ください。 

 本件に関しましては、基本的人権、プライバ

シーに配慮する目的から、個人名に関してはア

ルファベットを付しておりますので、発言の際

はＡ氏、Ｂ氏といった配慮をお願いいたしま

す。 

 それでは、まず、木村委員より、証人喚問申

出書のとおり、Ａ氏に対し、新庁舎建設工事に

関し、分離分割発注の一般入札方式から一括発

注の総合評価方式へ変更となったときの状況に

ついて確認するため出頭を求めたいとの申出で

ございますが、何か御意見等ございませんか。 

○委員（村川清則君） 私も資料は結構見たん

ですが、何でこのＡ氏なのか、その説明をお願

いいたします。 

○委員（木村博幸君） Ａ氏につきましては、

まず、契約検査課の係員ということですね。な

ぜこの方になるかというと、平成３１年度から

令和２年度まで２年間在籍されておりました。

その後、契約検査課にはいらっしゃいません。

今回争点となるこの分離分割発注方式から総合

評価方式に変わった時点でいらっしゃったとい

うところ。それから、Ａ氏については、この契

約検査課に来られる前に、調べてみますと、財

務部の中の資産税課におられました。そういう

ことから、非常に計数やらお金のことからいろ

いろと詳しい方ではないのかなというところ

で、この方にお願いしようと思っております。 

 ほかにも契約検査課の方いらっしゃいます

が、この方が一番、前の職歴からして妥当では

ないのかなと。２年間もいらっしゃった。しか

も、ちょうど真ん中にですね、こういう契約の

変更になったところでは、聞くに何か値するも

のを持っていらっしゃると。そういうところ

で、このＡ氏に証人喚問をお願いしたいと思っ

ております。 

○委員（村川清則君） ほかにも契約検査課た

くさん人間がおられる中で、なぜこの人なのか

がちょっと分かりません。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかにありません

でしょうか。 

○委員（橋本貴喜君） ちょっと今の説明では

しっかりとした、この人を呼ぶというのがよく

……。ほかに対象者とか、いろいろ検討された

りはされなかったんですか。 

○委員（木村博幸君） 私も全く分からないと

ころであります。でも、一人一人前職を見てみ

て、この方が本当に、先ほどももう繰り返しま

すけど、財務部でいろいろ詳しい、資産税を扱

うというところでは妥当ではないかなと。実際

ほかに、私から見て、この方はひょっとしたら

というところは私にはありませんでした。契約

検査課というのは今回の契約の方式を変える中

の中枢にもなる部門でありますので、もうこの

方に絞るしかないかなと思っておりますし、呼

んでみるに値するのかと個人的には思っており
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ます。 

○委員（橋本貴喜君） ちょっと分かんないで

すけど、客観的な基準というのは何か設けて選

ばれたんですか。この人はこうだからこの人が

いいという。全体に、その当時、契約検査課い

らっしゃった中から、この人がこれに対しては

こうだ、この人はこれに対してこうだと、いろ

んな基準を持って査定していかれたのかなと思

うんですけど、そういったことをされてのこの

方という認識でよろしいんですか。それとも、

単純にもうこの人しかいないと副委員長がお考

えになって、この人を選んだということです

か。 

○委員（木村博幸君） 橋本委員の質問に対し

て、私も半分はそうです。もうこの人しかいな

いんじゃなかろうかなと。９名、課長から、課

員がいらっしゃいますが、９名の中で、もう誰

も、はっきり言って、面識私ありません。で

も、前職のところ、財務部の資産税課というと

ころにいらっしゃったというところからこっち

に来られたというところでは、非常に詳しいと

ころを知っておられるというふうに思いまし

た。これだけに尽きます。ほかは全く、ほかの

方々は全く、いろいろ私の調べる範囲内ではそ

んなに……。詳しいことに話を突っ込むことに

なるかもしれませんけど、この人しかいないか

なというふうに考えたところでございます。 

○委員（橋本貴喜君） 選ばれたのは全然いい

んですけど、選んだことに対して、もうちょっ

と明確にこういう基準で私はというのを。資産

税課にいらっしゃったからとおっしゃいますけ

ど、その方がもし資産税課じゃなくて違うとこ

にいらっしゃって来たら違ったのかとかもちょ

っと考えられますし、全体を、皆さん９名を同

列に並べて、この人はこうだから、この人はこ

うだから、この人はここを知ってるからとか、

何かしらの基準を持って選ばれたのでないと、

何かちょっと違和感を覚えるんですけども。 

○委員長（中山諭扶哉君） 橋本委員、今お話

ありましたように、私は的確な答えだったと思

いますし、分からないとこがあるから聞かれる

わけであって、ほかに何かこう、どうしてもそ

の人では駄目だというような感じでいらっしゃ

いますか。 

○委員（橋本貴喜君） 駄目とかではなくて、

選んだ基準をもうちょっと明確にお話ししてい

ただきたいと。 

○委員（木村博幸君） 何遍も繰り返します。

私も面識ある人は一人もございません。９名の

中で一人も面識はありません。ただ、前職が財

務部資産税課というところでは詳しいだろう

と、呼ぶに値するだろうというところだけで

す。ほかにはありません。 

○委員（橋本貴喜君） 堂々巡りですので、こ

れ以上質問いたしません。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありますでし

ょうか。 

○委員（大倉裕一君） 私、木村副委員長が証

人をお呼びしたいという方の思いには賛同した

いというふうに思います。というのは、頂いた

資料で、契約検査課の中で在任期間をずっと調

べて、手持ち資料としてしたんですけども、長

くその契約検査課に在任されている方と、短く

２年しかいらっしゃらない方といるんですよ。

長くいらっしゃる方に対しては、恐らく何も異

動させる理由はなかったからというような形に

なるんではないかなと。これはもう私の推測の

範囲になってしまうんですが、２年で替わって

いらっしゃるといったところは、非常に引っか

かるところが私はありますので、ぜひこの２年

しかいらっしゃらないというところも含めて、

お話を聞いてみたいなとは正直に思っておりま

す。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかいらっしゃい

ますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（中山諭扶哉君） ないようでござい

ます。 

 それでは、お諮りいたします。 

 木村委員からの申出のとおり、Ａ氏に対し出

頭を求めることに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） 異議なしと認め、

そのように決しました。 

 なお、Ａ氏について、委員長より議長宛てに

証人出頭要求書を送付し、出頭を求める日時に

ついて調整した上、議長より証人出頭請求書を

送付いたします。 

 次に、木村委員より、証人喚問申出書のとお

り、Ｂ氏に対し、申出書に記載のある期日に行

われた協議内容について、事実確認のため出頭

を求めたいとの申出でございますが、何か御意

見等ございませんか。御意見ありませんか、Ｂ

氏について。 

○委員（橋本貴喜君） 先ほどに引き続き、今

回、Ｂ氏について出頭要求をされるわけですけ

ども、この方についても何かしら明確な基準に

基づいて選定されたのかを聞かせてください。 

○委員（木村博幸君） Ｂ氏にたどり着くとい

いますか、この方に絞るという形になります

が、これは事前にサイドブックスで私たちが市

のほうに資料を請求した中に入っておりまし

た。記録請求分の中の、（８）建設に関する平

成２８年から令和５年度までの中の公益通報の

中、あったかないかというところの部分で、実

際そこにはなかったということなんですが、デ

ータの中に、そこにだけ相談というのが１つ項

目に入っております。相談の一式ということ

で、相談員がおって、そこに相談された内容が

きちんと載っとります。 

 １ページから７ページまでが相談の内容で

す。８ページからは、恐らくこの相談を受けた

方が持ち込んだ資料がそのまま載ってるかと思

いますが、その持ち込まれる資料じゃなくて、

相談員がつくられた資料になると思うんですけ

ど、１ページから７ページまでの６ページと７

ページ目にいろいろ相談される方の思いが入っ

た中で、本日、要求一覧の中に挙げてます令和

元年１１月２６日の前田建設工業との議事録み

たいなところ、それから、ずっと下まで行く

と、令和２年６月１２日の前田建設工業との協

議のところ、議事録のところ、これの２、４、

６、８の９項目がこの方が相談のときに、議事

録あるはずというふうに言って、資料では、そ

の日時に米印がついてますので分かりやすいか

と思います。 

 この９項目の五つの議事録が、私も大分調べ

たんですが、市から上がってきたデータにはあ

りませんでした。要は、不存在という扱いで出

してもらえない。見せてもらえない。でも、実

際、相談員と相談された方、どなたか分かりま

せんけど、その方は星印で、その日時がきっと

残ってるはずと言われます。 

 ですので、それを、なら、聞くに値するには

誰が一番いいのかということで、新庁舎建設課

の方は、議事録ずっとほかのとこ出てくる中

で、一番多く毎回ほぼ出てきてる方、しかも星

印がついてる９日間のうち全部出席してる人っ

てなると、Ｂ氏、Ｂ氏です。Ｂ氏は全てその場

にいて、その議事録になるような内容を全部聞

いてらっしゃるということで、そういう意味合

いでＢ氏をお呼びして証人喚問でいろいろお聞

きしたいと、事実を確認したいというふうな形

で選びました。 

 以上です。 

○委員長（中山諭扶哉君） よろしいですか。 

○委員（橋本貴喜君） 先ほど言われた相談案

件とか、たしか結構名前とか全部隠してあった

と思うんですけども、そこはどうやってたどり

着かれて──。 

○委員（木村博幸君） まず、サイドブックス

には、その相談票は見れますよね。相談員と話
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されたうちの６ページ目と７ページのところに

載っている日にちをここに載せてます。ここの

議事録に出てくる、それまでにいろいろと出て

くる中で、いろんな資料、サイドブックス皆さ

ん議事録見ておられると思いますが、ほとんど

このＢ氏は出てらっしゃいます。ということ

は、この星印も確実にいらっしゃるんじゃなか

ろうかというところで、お呼びするに値すると

いうふうに考えたところです。 

○委員（橋本貴喜君） だから、Ｂ氏に至っ

た、結局その──。こちらにある資料では、全

部名前とかは何もない状況ですので、どうやっ

て探されたのかな。 

○委員長（中山諭扶哉君） 先ほどから、サイ

ドブックスの資料の中でずっとＢ氏の名前が出

てくると。会議録とかいろんなとの中に。 

○委員（橋本貴喜君） ああ、会議録ですね。 

○委員長（中山諭扶哉君） 事前資料の中に。

だから、その人呼ぶんですよって明確に回答は

されてるんですよ。 

○委員（橋本貴喜君） 会議録のほうから追っ

たということですね。分かりました。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありません

か。 

○委員（北園武広君） ９項目に関してという

ことで、確かにもう項目的にも多いし、こんな

に具体的に日にちまで書いてあるんで、逆に、

私は聞いてみたいなというふうに感じた次第で

ございます。 

 以上です。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） ないようでございま

すので、それでは、お諮りします。 

 木村委員からの申出のとおり、Ｂ氏に対し出頭

を求めることに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 なお、Ｂ氏について、委員長より議長宛てに証

人出頭要求書を送付し、出頭を求める日時につい

て調整した上、議長より証人出頭請求書を送付い

たします。 

 なお、各委員におかれましては、証人喚問の開

催日の５日前までに、委員長に別紙様式の尋問希

望項目申出書を提出していただくこととなってお

ります。これは証人に対し、各事項のどのような

質問をするのかを記載して提出していただき、取

りまとめ、質問内容が同じであれば、委員長が総

括質問として尋問いたします。詳細については、

タブレット端末にあります証人喚問手続について

を再度御一読いただきますようお願いいたしま

す。 

                              

◎匿名の資料の取扱いについて 

○委員長（中山諭扶哉君） 次に、匿名の資料

の取扱いについてでございますが、今回、私、委

員長宛てに匿名で届いた資料等の取扱いについ

て、先ほど協議を行いました。様々な御意見や御

指摘がありましたが、委員会としての参考資料と

して取り扱うことに御異議ございませんでしょう

か。 

○委員（村川清則君） 採決、採ってくださ

い。どうしても異議なしというわけにはいかん

のだろうと思います。こういう匿名を資料とし

て全員が共有するちゅうことは、やはりそれな

りの、なんと言いますか、こういう匿名ですん

で、これからもどれだけ出てくるか分からない

ような内容ですんで、やはり基本的に百条委員

会というのは公文書を基に判断するというのが

筋だろうと思ってますんで、匿名というのは、

どうしても異議なしというわけにはいかんだろ

うと私は思ってます。採決してください。 

○委員長（中山諭扶哉君） ありがとうござい

ます。 
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 ほか御意見ございませんでしょうか。 

○委員（橋本貴喜君） 匿名文書、匿名資料

を、先ほど少しだけ拝見させていただきました

けども、どういう資料がどれだけあるのかとい

うのは、私どもは全く分かっておりません。そ

の中で、それを資料として扱うということは、

匿名文書、そして出どころ不明、作成者も特定

されてない、客観的証拠能力が極めて低いと。

これを前提とした議論は、先ほど村川委員もお

っしゃられたとおり、慎重に行うべきであると

いうふうに考えます。 

○委員長（中山諭扶哉君） ありがとうござい

ます。 

 ほかありませんか。ほか意見ございません

か。 

○委員（木村博幸君） 先ほど午前中、全てで

本当ありません。全て見る時間はございません

でしたので、要所要所、委員長のほうが主導し

て見せていただきましたが、本当に、今まで本

当に探してた資料だなというのが私の率直な感

想です。しかも、これは、普通、委員会じゃな

いんですけど、部会の中の会議とか市長レクと

か、いろいろ会議がありますが、そこには前田

建設さんとの話合いとか、業者と話合いとか、

そういった中で行われる会議の議事録、これに

もう準ずるような内容でございました。これは

公文書になる議事録ではありませんが、実際そ

れがないわけですから、それを補うには、十分

に参考資料としては扱えるというふうに思った

次第でございます。そこだけはぜひ御理解をし

ていただきたいなというふうに思います。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） 午前中申し上げました

けれども、資料請求、委員長のほうでしてもら

ったんですけれども、その際に提出された資料

から、そこにないような協議の記録というのが

多々あったというふうに思います。何でそうい

った提出されたような記録と同じようなメンバ

ー、例えば、部長、執行部、市長、あるいはそ

のほかの業者さんだったりとか、議員の名前も

あったかと思いますけれども、そういった方々

と提出されてる内容と同じような協議やられて

るのにかかわらず、それが議事録として残って

ないというような内容が、今回、午前中に、若

干ではありましたけれども、見せていただいた

というのがありました。何で記録を残してない

のかというのに私は非常に疑問を持つところで

す。 

 今回のこの百条委員会というのは、そういっ

た八代市の不備というか、ちゃんと記録を残す

べきところを残してないというようなことがな

ぜ起きたのかというところをやっぱり解明して

いく委員会だというふうに思ってますんで、そ

の１つの材料としては、私は非常に参考資料と

して大いな意味を持ってるというふうに思いま

すんで、ぜひとも参考資料として取り扱わせて

いただきたいというふうに思います。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありますでし

ょうか。 

○委員（村川清則君） 執行部を弁護するわけ

じゃないんですが、要するに、音声データを文

字テロップに直したのを放映してあるというこ

とで、執行部が出されたのはあくまでも公文書

であって、レクとかのときにタイプというか、

パソコンで打つ内容が載ってるんだろうと思う

んです。音声データを、それを文字に変えては

一切出てないと思うんです。そういうことだろ

うと思います。別に執行部を擁護するわけでは

ございませんが。 

○委員（野﨑伸也君） いずれにせよ、今の仮

定の段階での話にここで今なってますんで、実

際なぜなかったのかどうか、なぜ作らなかった

のかどうかというのは、当の執行部に確認する

べきだというふうに私は思います。 

○委員長（中山諭扶哉君） ほかありますでし
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ょうか。 

○委員（北園武広君） 今、公文扱いするかせ

んかということの話なんですけども、基準自体

がまだ自分たちもはっきり理解でけとらん部分

もありますし、あくまでも参考資料として出て

くるということでの確認でよろしいんでしょう

か。 

○委員長（中山諭扶哉君） そうです。 

○委員（北園武広君） 分かりました。 

○委員（橋本貴喜君） もう一度確認なんです

けど、この資料を基にして、この委員会を進め

ていくってことにつながらないという認識でよ

ろしいんですか。 

○委員長（中山諭扶哉君） この資料を基にし

て、もしかしたらそれに対する質疑はあるかも

しれません。それは公文書の有無じゃなくて、

実際そういうのがあったのかどうかというのを

調査する上では、それは必要だからです。なの

で、資料を採用して、それを調査するというこ

とを今言われてるし、それは公文書じゃないの

で、できないじゃないかというのも今聞いたと

ころです。それで、皆さんの意見を集約したい

と思ってます。 

 ほかありませんか。 

○委員（村川清則君） どうしても異議なしと

いうことには賛同しかねますので、採決で。 

○委員長（中山諭扶哉君） それでは、ただい

ま異議ありという意見が出ましたので、本件に

ついては多数決により採決を行いたいと思いま

す。 

 それでは、お諮りします。 

 匿名の資料について、参考資料として取り扱

うことに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中山諭扶哉君） 挙手多数と認め、

匿名の資料を参考資料として取り扱うこととい

たします。 

 今後も同様に、委員宛てに匿名の資料等が送

られてくるケースが想定されますことから、委

員会資料としての取扱いを判断をするため、今

回同様、事前に協議をしていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 なお、委員会で取り扱いたい資料等がある場

合は、適正かつ効率的な委員会運営を行うため

にも、開催日の前々日までには御報告いただき

ますようお願いいたします。 

                              

◎その他 

○委員長（中山諭扶哉君） 最後に、その他に

ついて何かございますでしょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） ないようです。 

 次回の本委員会の開催日程についてでござい

ますが、証人に対し出頭を要求しますことか

ら、日程調整が必要となりますので、決まり次

第、招集通知を送付いたしたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中山諭扶哉君） 異議なしと認め、

そのように決しました。 

 それでは、以上で新庁舎建設工事に関する調

査特別委員会を閉会いたします。 

（午後２時０３分 閉会） 
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